
動物の輸出入検疫速報（平成23年12月分）

（単位：頭、羽、群）

輸 入 輸 出
　牛 － －
　豚 126 －
　めん羊 － －
　山羊 － －

　その他の偶蹄類 － －

　馬 300 4

　その他の馬科 － －

　兎 1,986 71

　鶏 － －
　うずら － －
　だちょう － －
　七面鳥 － －
　あひる － －
　がちょう － －
　その他のかも目の鳥類 － －
　きじ － －

　ほろほろ鳥 － －

　初生ひな（鶏） 27,343 －

初生ひな（その他） － －　初生ひな（その他） － －

　種卵 － －

　みつばち（群） － －

　指定検疫物以外の動物（注２） － 11,305

　犬 693 520
　猫 164 146
　あらいぐま － －
　きつね － －

　スカンク － －

　サル 828

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
　　　２　※：家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。



（単位：Kg）

骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,660,819 703,950 108,832 29,824 63,533 - 2,566,957

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

50,116,483 77,224,342 1,425,185 17,445 1,163 - 642,579

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,351,814 - 245,523 40,756 1,081,311 2,269,357 215,471

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理

その他の肉

17,820 304,120 3,056 43,711,839 - 1,022,061 6,479,582

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

34,527,173 3,372,218 224,069,298

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

60,759 68,434 1,339 - - - 94,323

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管等

1,847,949 72,180 344,715 2,184,176 2,339 - 301,787

加熱処理その他
の家禽臓器

計

- 4,978,002

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

77,365 442,677 41,764 561,806

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

2,695,581 48,215 11,082 30 9,806 50 119,285

兎皮 犬皮 その他の皮 計

51,450 643 - 2,936,142

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- 2,627 609 5,899 - 850 8,622

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

4,490 387,635 - 5,175 415,907

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

234,620 2,013 - - 236,634

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

64,336 256 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

24,570,820 76,020 158,720 24,805,560

総計

260,570,305

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

　輸入畜産物検疫数量速報（平成23年12月分）

わら類

ミール類

臓器類

卵類

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコンである。

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理
　　施設で一定の加熱処理がなされたもの。なお、家禽肉由来のものは含まない。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

皮類

毛類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

骨類

肉類

その他
畜産物



（単位：Kg）

骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

- - - - - - -

その他の骨 計

- 0

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

60,528 56,525 - - - - 485

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

1,899 250 - - 1,063,872 - 19,636

計

1,203,195

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- 300 - 48 32,784 - -

非加熱
その他の臓器

計

5 33,137

殻付卵 液卵 その他の卵 計

73,790 990 89  74,869

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,164,775 6,138,025 - - - - -

骨類

肉類

臓器類

卵類

皮類

　輸出畜産物検疫数量速報（平成23年12月分）

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 7,302,800

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- - - 334 - - 15

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 16,617 - 952 17,918

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 270,000 270,000

総計

8,631,919

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．総計に「その他の畜産物」は含めない。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵、未受精卵は含めない。

その他
畜産物

皮類

毛類

ミール類
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